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１. 補助金の概要 

（１） 概要 

    本補助金は、環境への負荷が少ないエネルギーの利用を推進するため、太陽光発 

電設備を設置する事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。 

① 予算 

２，５００，０００円 

 

② 補助対象者 

次のいずれにも該当する者とする。 

１）市内の事業者において事業を営み、当該事業所等に太陽光発電設備を設置 

する者であり、市税を滞納していないこと。 

２）暴力団排除にかかる誓約ができること。 

 

③ 申請者 

・補助対象者 

・PPA 又はリースによる設置の場合は、PPA 事業者又はリース事業者※ 

※ PPA 又はリースによる設置の場合は、需要家（電気の供給を受けて使用し

ている者）は補助対象者の要件を満たす必要がありますが、PPA 事業者又

はリース事業者は、②補助対象者の２）のみ満たす必要があります。 

 

④ 補助対象 

申請可能な設置パターンは、次のとおりです。 

購入・自己所有 PPA リース 

〇 〇 〇 

 

⑤ 補助率、上限額及び算出方法 

・補助率：２５，０００円/kW 

・上限額：１，２５０，０００円 

・算出方法：発電出力※１ × 補助率 ＝（A）※２ 

※１ 太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい値 

※２ 交付申請額は、（A）と補助対象経費※３の 1/2 のどちらか低い額 

※３ 太陽光発電設備の購入及び設置に要する費用（税込み） 

※４ 1,000 円未満の端数は切り捨て 
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⑥ 交付要件 

１） 太陽光発電設備が未使用のものであり、自作したものでないこと。 

２） 太陽光発電設備の太陽電池モジュールに関し、その性能及び品質について一般

財団法人電気安全環境研究所から認証を受けているもの又は当該認証を受けた

ものと同等以上の性能及び品質を有し、その保証、サポート等が製造事業者等

により確保されているものであること。 

３） 太陽光発電設備の設置に関する工事が補助金の交付の決定を受けた日の属する

年度内に完了するものであること。 

４） 防災、環境保全、景観保全等の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じ

たときは、これらの観点を踏まえて適切な対策を講ずるよう努めること。 

５） 太陽光発電設備の設置に当たり、別に定めるガイドラインを遵守すること。 

６） 太陽光発電設備により発電した電力の消費量を当該発電した電力量の５０パー

セント以上とすること。 

７） PPA の場合は、下記の３点を満たす必要がある。 

(ⅰ) ＰＰＡ事業者に補助金が交付された上で、当該補助金の額に相当する 

額がＰＰＡ契約に係る料金の額から控除されること。 

(ⅱ)  補助金の額に相当する額がＰＰＡ契約に係る料金の額から控除されて 

いること。 

(ⅲ) 太陽光発電設備を法定耐用年数期間終了まで継続的に使用するために 

必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 

８） リースの場合は、下記の４点を満たす必要がある。 

(ⅰ) リース事業者に補助金が交付された上で、当該補助金の額に相当する 

額がリース契約に係る料金の額から控除されること。 

(ⅱ) 補助金の額に相当する額がリース契約に係る料金の額から控除されて 

いること。 

(ⅲ) 太陽光発電設備を法定耐用年数期間終了まで継続的に使用するために 

必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 

(ⅳ) リース契約の期間が法定耐用年数期間よりも短い場合にあっては、再 

リース（リース契約に係る物件を再度借り受けることをいう。）等によ 

り、太陽光発電設備を当該期間の満了まで継続的に使用することを担保 

すること。 

 

⑦ 法定耐用年数 

17年※ 

※ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二（機械及び装置の耐用年数 

表）の「電気業用設備」、「その他の設備（主として金属製のもの）」による。 
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（２） 申請手続きの流れ 

本事業の一般的な手続きの流れは、以下のとおりです。 

  

受付・審査 

受付・審査 

受付・審査 

受付・審査 

受理 

受理 

受理 

工事・支払完了 

交付決定通知書 

交付確定通知書 

交付決定通知書 受理 

補助金支払 補助金受領 

変更等承認申請書・ 

添付書類 等 

交付申請書・ 

添付書類 等 

実績報告書・ 

添付書類 等 

交付請求書・ 

添付書類 等 

計
画
・
見
積
・
申
請 

契
約 

～ 

設
置
工
事 

実
績
報
告 

補
助
金
請
求 

申請者 上尾市 

変更の場合 
中止・取下げ 
の場合 

交付決定の場合 

※申請内容変更・設置中止の場合 
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２. 交付申請 

（１） 受付期間 

    申請書類の受付期間は次のとおりです。 

【 申請期限：令和 7年 11月 28日（金）まで 】 

（２） 申請書類の提出 

  ① 申請に必要な書類は、次のとおりです。 

番号 提出書類 

申請者 

法人 個人 
PPA・リース 

事業者 需要家 

１ 交付申請書【第１号様式】※１ 〇 〇 〇 － 

2 見積書及び見積内訳書の写し※２ 〇 〇 〇 － 

3 仕様及び規格が確認できる書類の写し（カタログ等） 〇 〇 〇 － 

4 発電出力が確認できる書類※３ 〇 〇 〇 － 

5 工事着手前の現況写真 〇 〇 〇 － 

6 市税に未納がない証明書※４※５ 〇 〇 － ○ 

7 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）※４ 〇 － 〇 ○ 

8 事業証明書（法人）※４※５ 〇 － － 法人 

９ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の写し － 〇 － 個人 

10 PPA の契約書（案）及び料金計算書等※６ － － PPA ― 

11 リースの契約書（案）及びリース計算書等※７ － － リース ― 

12 誓約書【第２号様式】※１ 〇 〇 〇 ○ 

 

※１ 様式は市ホームページからダウンロードしてください。 

※２ 設備・工事の内容が分かるもの 

※３ カタログ等で発電出力が分かれば不要 

※４ 申請日より３カ月以内に発行したもの 

※５ PPA 又はリースにより設置する場合は、需要家の証明書が必要 

※６ サービス料金から交付金額相当分が控除されていることが分かる書類及び太陽光発 

電設備を法定耐用年数期間終了まで継続的に使用することを確認できる書類 
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※７ リース料金から交付金額相当分が控除されていることが分かる書類及び太陽光発電 

設備を法定耐用年数期間終了まで継続的に使用することを確認できる書類 

 

  ② 申請書等の提出方法は、持参又は郵送とします。 

  ③ 提出された申請書類は、不足や記載内容の不備等について確認し、不備・不足が 

ないものについて受理します。 

④ 郵送で申請された書類に不備・不足があれば返送します。 

⑤ 書類等について、修正液や修正テープ等を使用しないでください。 

⑥ 受理された書類等は、原則として返却しません。 

 

【審査期間について】 

 交付申請及び実績報告の審査期間は、必要書類が全て揃って審査可能になった段階か

ら、概ね１か月程度を見込んでいます。交付決定通知まで事業着手（設置工事）はでき

ませんので、計画的な提出をお願いいたします。 

 書類等に不備がある場合は、さらに長期間になる可能性があります。 

 

（３） 交付決定 

       審査後、当該申請の交付決定又は不交付決定を申請者に通知します。 
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３. 事業実施 

（１） 工事着手 

    交付決定の通知を受けた申請者は、速やかに事業に着手してください。 

    なお、交付決定前に事業に着手（工事着工）した場合は、補助の対象外となります 

ので、ご注意ください。 

※ 交付決定前の契約・受注は認めません。 

 

（２） 補助対象事業の変更又は廃止 

    交付決定の通知後、申請内容の変更又は補助対象事業を廃止する場合は、変更等 

承認申請書（第４号様式）を市長に提出し、その承認を得る必要があります。 

なお、変更の場合において、当該変更による申請金額の増額は認められません。 
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４. 実績報告 

（１） 実績報告 

    申請者は、補助対象事業が完了（工事が完了し、かつ施工業者等への支払いが完了）

したときは、次の期日までに、以下に掲げる書類を提出してください。 

【 提出期限：令和８年２月 27日（金）まで 】 

番号 提出書類 

申請者 

法人 個人 
PPA 事業者 

リース事業者 

1 実績報告書【第６号様式】※１ 〇 〇 〇 

2 交付決定通知書【第３号様式】の写し 〇 〇 〇 

3 太陽光発電設備の設置等に係る契約書及び領収書※２の写し 〇 〇 〇 

４  

 

〇 〇 〇 

5 電力会社との電力受給契約書の写し※３ 〇 〇 〇 

6 PPA の契約書の写し及び料金計算書等※４ － － PPA 事業者 

7 リースの契約書の写し及びリース計算書等※５ － － リース事業者 

 

※１ 様式は、市ホームページからダウンロードしてください。 

※２ 契約書と同じ金額ではない場合は、内訳書を提出してください。 

※２ 領収書が発行できない場合は、販売証明書※１を提出してください。 

※３ 電力会社と受給契約をしない場合は不要 

※４ サービス料金から交付金額相当分が控除されていることが分かる書類 

※５ リース料金から交付金額相当分が控除されていることが分かる書類 

 

（２） 完了検査 

    提出された実績報告書により、完了検査を実施します。なお、必要に応じて現地調 

査を実施します。 

 

（３） 補助金額の確定 

     

太陽光発電設備の設置状況が確認できる写真（①、②） 

 ① モジュール ② パワーコンディショナー 

※①②機器全体、②は型式名が判別できるものも必要 

完了検査等の結果、補助対象事業が適正に実施されていると認められた場合は、市

は、交付する補助金額を確定し、申請者に通知します。 
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５. 交付請求 

補助金の請求 

    補助金額の確定通知を受けた補助事業者は、交付請求書（第８号様式）及び交付確 

定通知書（第７号様式）の写しを提出してください。 

 

 

６. 財産処分 

太陽光発電設備の撤去・処分 

太陽光発電設備の設置後、法定耐用年数期間において、太陽光発電設備を撤去・

処分しようとする場合は、市長の承認を受け、その補助金の全部又は一部に相当す

る金額を納付してください。 

※ 原則として、法定耐用年数期間中は財産処分してはならないものとします。 

 

 


